
【図表１】日本の税理士と韓国の税務士の比較（職業法を中心として）

日本・税理士 韓国・税務士

制度創設 １９５１年６月15日 １９６１年９月９日

根拠法 税理士法 税務士法

独占業務 税務代理・税務書類の作成・税務
相談

税務申告等の代理・税務調整計算
書等の作成・租税申告のための帳
簿作成代行・税務相談など

付随業務 会計業務 税務士法に規定なし

試験方式 論文試験のみ（科目合格制、合格
科目は無期限免除）

＜１次＞短答試験、＜２次＞論文
試験（共に一括合格が必要）。ただ
し、１次試験合格者は翌年のみ１
次試験が免除。

試験科目 簿記論／財務諸表論／税法３科目
（所得税法、法人税法、相続税法、
消費税法、酒税法、国税徴収法、
住民税、事業税、固定資産税、う
ち所得税法又は法人税法のいずれ
か１科目は必修、消費税法又は酒
税法はいずれか１科目、住民税又
は事業税もいずれか１科目のみ選
択可）

＜１次＞財政学／会計学概論／税
法学概論（国際税務を含む）／商
法・民法・行政訴訟法のうちから
１科目／英語（ＴＯＥＩＣ７００点以
上）
＜２次＞税法学Ⅰ（国税基本法、
所得税法、法人税法、相続税及び
贈与税法）／税法学Ⅱ（付加価値
税法、個別消費税法、地方税法、
租税特例制限法）／会計学Ⅰ（財
務会計、原価管理会計）／会計学
Ⅱ（税務会計）

資格付与・試
験免除

弁護士・公認会計士等への資格付
与／一定期間在職の税務職員の試
験免除（税法の全部免除、会計学
研修修了者は会計学も免除）

弁護士への資格付与（２０１２年以降
、公認会計士への資格自動付与廃
止）／一定期間在職の税務職員（１
次試験の全部及び２次試験の一部
を免除）

登録前の実務
従事要件

２年以上 ５カ月以上

登録時の研修
受講要件

要件なし（登録後、所属会で受講
を推奨）、実務補習機関なし。

試験合格後、税務士会が設置して
いる韓国税務研修院で１カ月の実
務研修受講が要件

職業団体 日税連・税理士会（15会） 韓国税務士会・地方会（６会）

会員数 約７万５０００人 約１万１０００人

損害賠償責任
保障義務

なし（保険加入は任意） 強制（保険加入等が必要）

法人化の場合
の社員数要件

社員税理士２人以上 社員税務士３人以上（社員税務士
を加え、税務士５人以上が必要）

公認会計士に
よる税務業務
の態様

公認会計士は税理士登録して初め
て税務業務が可能。よって、税理
士の名称で税務業務を行う。

公認会計士は公認会計士法で税務
業務が可能。反面、税務士法により
税務士の名称は使用できない（い
わゆる「税務士による名称独占」
の状況）。

　
日
本
税
理
士
会
連
合
会

と
韓
国
税
務
士
会
と
の
定

期
懇
談
会
が
２
月
４
日
、

ソ
ウ
ル
市
の
韓
国
税
務
士

会
館
で
開
催
さ
れ
た
。
こ

の
懇
談
会
は
１
９
９
７
年

か
ら
毎
年
１
回
、
日
税
連

と
韓
国
税
務
士
会
が
交
互

に
主
催
す
る
方
式
で
行
っ

て
お
り
、
今
回
が
19
回
目

の
開
催
と
な
る
。
日
税
連

か
ら
は
、
神
津
会
長
ほ
か

５
人
の
役
員
が
出
席
し
、

韓
国
税
務
士
会
か
ら
は
、

昨
年
、
新
た
に
就
任
し
た

ペ
ク

ウ
ン
チ
ャ
ン

白
雲
瓚
会
長
ほ
か
６
人
の

役
員
が
出
席
し
た
。

　
本
稿
で
は
、
日
本
の
税

理
士
制
度
と
韓
国
の
税
務

士
制
度
の
比
較
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
過
去
５
年
間

の
定
期
懇
談
会
の
概
要
を

紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
今

回
の
懇
談
会
に
お
け
る
韓

国
税
務
士
会
か
ら
の
質
問

と
そ
れ
に
対
す
る
日
税
連

の
回
答
、
日
税
連
か
ら
の

質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
韓

国
税
務
士
会
の
回
答
に
補

足
的
な
情
報
を
加
え
な
が

ら
解
説
す
る
。
最
後
に
Ｔ

Ｐ
Ｐ
を
は
じ
め
と
す
る
メ

ガ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
代
表
さ
れ
る

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

ブ
ロ
ッ
ク
化
の
同
時
進
行

時
代
に
お
け
る
税
務
専
門

家
団
体
で
あ
る
日
税
連
と

韓
国
税
務
士
会
の
役
割
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
。

　
日
本
と
韓
国
の
税
務
専

門
家
制
度
の
比
較
は
【
図

表
１
】
の
示
す
と
お
り
で

あ
る
。

　
独
占
業
務
の
内
容
、
士

業
団
体
と
し
て
の
役
割
な

ど
に
つ
い
て
類
似
点
が
多

い
一
方
、
資
格
試
験
制
度

や
公
認
会
計
士
制
度
と
の

関
係
性
な
ど
に
つ
い
て
は

相
違
点
も
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
両
税

務
専
門
家
制
度
の
内
容

は
、
大
同
小
異
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
人
口
１
億

２
７
０
０
万
人
中
７
万
５

０
０
０
人
の
税
理
士
数

（
１
０
０
０
人
当
た
り
０

・
59
人
）
で
あ
る
日
本
に

対
し
、
人
口
４
９
５
０
万

人
中
１
万
１
０
０
０
人
の

税
務
士
数
（
１
０
０
０
人

当
た
り
０
・
22
人
）
は
比

率
に
す
る
と
３
分
の
１
程

度
で
あ
り
、
希
少
性
は
韓

国
が
上
回
る
。
さ
ら
に
、

試
験
制
度
、
損
害
賠
償
責

任
保
障
及
び
法
人
化
の
場

合
の
社
員
数
要
件
な
ど
、

韓
国
の
税
務
士
制
度
の
方

が
専
門
職
業
と
し
て
の
参

入
障
壁
が
高
い
と
い
え

る
。

　
ま
た
、
韓
国
の
税
務
士

試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、

英
語
、
民
商
法
、
行
政
訴

訟
法
、
原
価
管
理
会
計
学

な
ど
、
税
務
専
門
家
を
取

り
巻
く
環
境
変
化
に
適
切

に
対
応
す
る
科
目
構
成
と

な
っ
て
い
る
点
は
、
税
務

士
を
目
指
す
若
い
世
代
に

と
っ
て
も
、
税
務
士
の
活

動
フ
ィ
ー
ル
ド
の
広
さ
を

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
点
は
、こ
こ
数
年
、

若
い
世
代
の
税
理
士
試
験

の
受
験
者
数
が
激
減
し
続

け
て
い
る
日
本
の
税
理
士

業
界
の
現
状
を
か
ん
が
み

る
と
大
い
に
参
考
と
す
べ

き
内
容
で
あ
る
。

　
過
去
５
年
間
の
定
期
懇

談
会
の
議
題
は
【図
表
２
】

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
議
題
の
内
容
か
ら
は
、

激
変
す
る
両
国
の
社
会
経

済
状
況
等
の
外
部
環
境
の

変
化
を
受
け
て
両
制
度
の

ト
ピ
ッ
ク
が
変
化
し
、
そ

れ
に
対
し
両
税
務
専
門
家

団
体
と
も
適
時
、
的
確
に

対
応
し
よ
う
と
す
る
姿
が

読
み
取
れ
る
。

　
次
に
、
今
回
の
定
期
懇

談
会
の
議
題
に
つ
い
て
、

韓
国
税
務
士
会
か
ら
の
質

問
事
項
は
、
①
法
人
税
の

誠
実
申
告
の
た
め
の
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
②
日

本
の
税
務
サ
ー
ビ
ス
市
場

開
放
の
現
状
③
地
方
公
共

団
体
の
会
計
監
査
制
度
④

公
認
会
計
士
へ
の
税
理
士

資
格
の
自
動
付
与
の
廃
止

―
―
で
あ
っ
た
。

　
日
税
連
か
ら
の
質
問
事

項
は
、
①
韓
国
の
中
小
企

業
の
事
業
継
承
税
制
②
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
③
韓
国

の
付
加
価
値
税
に
お
け
る

イ
ン
ボ
イ
ス
（
税
金
計
算

書
）制
度
―
―
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
各
議
題
に

つ
い
て
の
質
問
及
び
回
答

並
び
に
補
足
的
な
情
報
を

解
説
す
る
。

１
　
韓
国
税
務
士
会
か
ら

の
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る

日
税
連
か
ら
の
回
答
　

⑴
法
人
税
の
誠
実
申
告
の

た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

の
活
用
に
つ
い
て

　
韓
国
は
現
在
、
誠
実
申

告
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
関
連

制
度
を
施
行
し
て
い
る
。

同
制
度
の
導
入
に
対
す
る

日
税
連
の
立
場
及
び
改
善

に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

＜
回
答
＞

　
日
本
に
は
韓
国
に
お
け

る
「
誠
実
申
告
制
度
」
に

該
当
す
る
制
度
自
体
が
な

い
が
、
類
似
す
る
制
度
等

に
つ
い
て
回
答
す
る
。

　
ま
ず
、
法
人
税
の
申
告

に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
つ
い
て
は
、
納
税
者
向

け
で
は
国
税
庁
が
公
表
し

て
い
る
「
申
告
書
確
認

表
」
、
税
理
士
向
け
で
は

各
税
理
士
会
が
独
自
で
個

別
に
策
定
し
て
い
る
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト
、
そ
の
他
税

務
関
連
団
体
等
が
策
定
し

た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
存
在
す
る
。
こ

れ
ら
は
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
納
税
者
、
税
理

士
の
任
意
で
活
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
適
正
な

申
告
を
補
完
す
る
意
味
で

は
、
広
く
活
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
次
に
、
税
理
士
法
33
条

の
２
に
は
、
税
理
士
の
権

利
と
し
て
、
当
該
申
告
書

の
作
成
に
関
し
、計
算
し
、

整
理
し
、
又
は
相
談
に
応

じ
た
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
当
該
申
告
書
に
添
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

添
付
制
度
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
適
正
申

告
を
補
完
す
る
位
置
付
け

と
し
て
、
税
務
当
局
に
対

し
、
税
務
調
査
の
前
に
当

該
書
面
を
添
付
し
た
税
理

士
へ
の
意
見
聴
取
を
義
務

付
け
て
お
り
、
大
い
に
活

用
が
期
待
さ
れ
、
日
税
連

と
し
て
も
そ
の
普
及
定
着

に
注
力
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
書
面
添

付
制
度
に
お
け
る
添
付
書

面
を
作
成
す
る
た
め
の
基

礎
資
料
と
な
る
も
の
と
し

て
、
「
業
務
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
（
法
人
税
用
）
」
を

日
税
連
で
は
策
定
・
公
表

し
て
い
る
。
こ
の
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
は
直
接
、
申
告

書
自
体
を
補
完
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

添
付
書
面
を
作
成
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
が
、
税

理
士
・
使
用
人
等
を
含
め

た
税
理
士
事
務
所
全
体
が

当
該
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

用
い
て
業
務
内
容
の
確
認

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
質

の
高
い
添
付
書
面
の
作
成

が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
税

理
士
事
務
所
全
体
の
業
務

水
準
も
向
上
し
、
ひ
い
て

は
依
頼
者
で
あ
る
納
税
者

の
適
正
申
告
に
寄
与
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
そ
の
他
の
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
し
て
、

国
税
庁
協
力
の
下
、
公
益

財
団
法
人
全
国
法
人
会
総

連
合
及
び
納
税
協
会
連
合

会
が
、
中
小
企
業
の
税
務

・
会
計
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
向
上
を
目
的
と
し
て
作

成
し
た
「
自
主
点
検
チ
ェ

ッ
ク
シ
ー
ト
」
及
び
「
自

主
点
検
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
小

企
業
が
自
社
の
文
書
管
理

や
経
理
処
理
な
ど
の
項
目

に
つ
い
て
自
主
点
検
す
る

こ
と
で
、
将
来
の
内
部
統

制
及
び
経
理
能
力
の
水
準

向
上
に
役
立
て
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
中
小
企
業

に
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
任
意
の
チ
ェ

ッ
ク
シ
ー
ト
で
あ
り
、
ま

た
、
税
理
士
が
直
接
作
成

す
る
も
の
で
も
な
い
が
、

日
税
連
も
そ
の
趣
旨
に
賛

同
し
、
税
理
士
の
視
点
か

ら
当
該
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

等
の
監
修
を
行
っ
た
。

＜
補
足
情
報
＞

　
韓
国
で
は
、
２
０
１
１

年
５
月
か
ら
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
り
、
「
誠
実
申

告
制
度
」
が
導
入
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
、
一

定
規
模
の
収
入
を
有
す
る

個
人
事
業
者
は
、
計
算
し

た
事
業
所
得
金
額
の
適
正

性
を
税
務
士
や
公
認
会
計

士
が
確
認
し
て
作
成
し
た

「
誠
実
申
告
確
認
書
」
を

申
告
の
際
、
税
務
署
長
へ

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
法
人
税
に
つ
い
て

は
こ
う
し
た
制
度
は
導
入

さ
れ
て
い
な
い
。

⑵
日
本
の
税
務
サ
ー
ビ
ス

市
場
開
放
の
現
状
（
Ｔ
Ｐ

Ｐ
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
な
ど
）
に
つ

い
て

　
現
在
、
日
税
連
が
税
務

サ
ー
ビ
ス
開
放
に
対
し
、

対
処
す
る
事
項
が
あ
る

か
、
ま
た
、
今
後
の
税
務

サ
ー
ビ
ス
市
場
の
開
放
に

応
じ
て
、
外
国
の
税
理
士

が
日
本
で
税
務
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
検
討
さ
れ
て
い
る

の
か
。

＜
回
答
＞

　
日
税
連
の
対
処
事
項
に

つ
い
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に

お
い
て
は
、
第
10
章
「
国

境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の

貿
易
」
に
、
「
原
則
全
て

の
サ
ー
ビ
ス
分
野
を
対
象

と
し
た
上
で
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
リ
ス
ト
方
式
を
採
用
す

る
」旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。

税
理
士
等
の
資
格
士
業
は

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
に
入

れ
ら
れ
適
用
対
象
外
と
な

っ
て
お
り
、
自
由
職
業
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
者
は
日
本
国
の
法
令

に
よ
り
資
格
等
を
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な

ど
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、本
章
に
は
「自

由
職
業
サ
ー
ビ
ス
附
属

書
」
が
あ
り
、
「
締
約
国

は
、
職
業
上
の
資
格
の
承

認
、
免
許
又
は
登
録
に
関

係
す
る
問
題
に
つ
い
て
、

二
以
上
の
締
約
国
が
対
話

税　　　理　　　士　　　界 （１０）第１３３８号平成２８年（２０１６年）３月１５日（火曜日） （第三種郵便物認可） 　



【図表２】過去５年間の日韓定期懇談会の議題

定期懇談会 議題（上段：日税連側の質問、下段：韓国税務士会側の質問）

第14回
（平成22年）
大阪市

・韓国における異業種専門職の共同化の推進

・書面添付制度
・司法書士による地方税の税務代理
・成年後見人制度
・税理士職業賠償責任保険制度及び保険委員会制度
・補佐人制度
・「財務会計士」の導入案

第15回
（平成23年）
ソウル市

・外国税務諮問士制度の導入
・税制建議
・租税教育の推進
・韓国税務士会の関連団体

・税制面における経済活性化のための政府の支援策
・「財務会計士制度」の導入案
・税理士の倫理規定及び懲戒処分

第16回
（平成24年）
大阪市

・公認会計士への自動資格付与の廃止
・税務士会による会員の除名処分
・韓国税務士会創立50周年記念事業「１００万時間職能寄付」

・日本における税務サービス市場開放の現状
・成年後見人制度並びに税理士会及び税理士の参加状況
・税務調整計算書監理制度
・個人情報保護

第17回
（平成25年）
ソウル市

・韓国の付加価値税における現金領収書制度（インボイ
ス制度）と税務士の関与

・改正税務士法後における税務職員を退職した者の税務
士資格付与の状況

・税務士法改正後の国内・外国会計士の状況
・米韓ＦＴＡと税務士法改正の関連

・弁護士、公認会計士、弁理士、税理士等の専門資格者
間の協業

・登録前の実務修習制度
・日本の税理士法人
・日本の税務サービス市場開放の現状

第18回
（平成26年）
大阪市

・住民登録番号の税務への活用
・税務士の倫理基準、品位保持
・「税務調整計算書」の提出と税務調査の関係、税理士
法第33条の２の「書面添付制度」との共通点及び相違点

・相続税の非課税制度

・税理士制度、税法の改正項目
・社会保険労務士業務への税理士の関与
・税目別電子申告の比率
・日税連が提供する会員サービス
・地方税を専門に取り扱う税務代理人の有無と地方税の
試験科目

の
機
会
を
設
け
る
こ
と
に

相
互
に
関
心
を
有
す
る
自

由
職
業
サ
ー
ビ
ス
の
特
定

に
努
め
る
た
め
、
自
国
の

領
域
の
関
係
団
体
と
協
議

す
る
」
「
締
約
国
は
、
職

業
上
の
資
格
を
承
認
し
、

及
び
免
許
又
は
登
録
の
手

続
を
円
滑
化
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
自
国
の
関

係
団
体
に
対
し
、
他
の
締

約
国
の
関
係
団
体
と
の
対

話
の
機
会
を
設
け
る
こ
と

を
奨
励
す
る
」
こ
と
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
る
た

め
、
他
国
等
か
ら
要
請
が

あ
っ
た
際
に
は
、
政
府
は

も
と
よ
り
、
日
税
連
と
し

て
も
そ
の
対
策
に
つ
い
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
税
理
士
に
類
似
す
る
外

国
の
資
格
者
に
つ
い
て
、

日
本
で
の
税
務
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
新
た
に
認
め
る

こ
と
は
想
定
し
て
お
ら

ず
、
具
体
的
な
検
討
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。

＜
補
足
情
報
＞

　
韓
国
は
Ｅ
Ｕ
や
ア
メ
リ

カ
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
積
極
的

に
締
結
し
、
専
門
サ
ー
ビ

ス
領
域
の
開
放
を
進
め
て

い
る
。
税
務
士
法
に
お
い

て
も
２
０
１
１
年
６
月
、

「
外
国
税
務
諮
問
士
及
び

外
国
税
務
法
人
」
の
規
定

を
創
設
し
た
こ
と
に
続

き
、
本
年
２
月
の
改
正
に

よ
り
、
韓
国
税
務
法
人
に

対
す
る
外
国
税
務
諮
問
士

に
よ
る
出
資
を
許
容
す
る

措
置
が
手
当
さ
れ
た
。
こ

の
質
問
は
こ
う
し
た
流
れ

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

⑶
地
方
公
共
団
体
の
会
計

監
査
制
度
に
つ
い
て

　
地
方
公
共
団
体
の
会
計

監
査
業
務
に
お
い
て
、
日

本
の
税
理
士
が
遂
行
・
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
業

務
、
ま
た
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
会
計
監
査
業

務
を
遂
行
す
る
過
程
で
発

生
す
る
問
題
点
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

＜
回
答
＞

　
地
方
公
共
団
体
の
会
計

監
査
業
務
等
へ
の
税
理
士

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

監
査
制
度
は
、
地
方
自
治

法
に
お
い
て
監
査
委
員
に

よ
る
「
監
査
委
員
監
査
制

度
」
と
、
外
部
監
査
人
に

よ
る
「
外
部
監
査
制
度
」

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
後
者
は
「
包
括
外
部

監
査
」
と
「
個
別
外
部
監

査
」に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
監
査
委
員
は
、
人
格
が

高
潔
で
、
地
方
公
共
団
体

の
財
務
管
理
、
事
業
の
経

営
管
理
そ
の
他
行
政
運
営

に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有

す
る
者
（
識
見
委
員
）
及

び
、議
会
の
議
員
（議
選
委

員
）
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
任
さ
れ
る
。
そ
の
人

数
は
地
方
公
共
団
体
の
規

模
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て

い
る
。
選
任
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体

の
長
が
議
会
の
同
意
を
得

て
行
う
。
特
に
資
格
要
件

は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、

識
見
委
員
に
税
理
士
も
多

数
選
任
さ
れ
て
い
る
。

　
外
部
監
査
人
は
、
監
査

委
員
の
識
見
委
員
の
要
件

に
加
え
、
次
の
資
格
要
件

が
付
さ
れ
て
い
る
。
①
弁

護
士
（弁
護
士
と
な
る
資

格
を
有
す
る
者
を
含
む
）、

②
公
認
会
計
士
（
公
認
会

計
士
と
な
る
資
格
を
有
す

る
者
を
含
む
）、③
公
務
精

通
者
（
国
の
行
政
機
関
に

お
い
て
会
計
検
査
に
関
す

る
行
政
事
務
又
は
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
監
査
若

し
く
は
財
務
に
関
す
る
行

政
事
務
に
従
事
し
た
者
で

あ
っ
て
、
監
査
に
関
す
る

実
務
に
精
通
し
て
い
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
）
。
さ
ら
に
、
外
部

監
査
契
約
を
円
滑
に
締
結

し
又
は
そ
の
適
正
な
履
行

を
確
保
す
る
た
め
、
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
識
見

を
有
す
る
税
理
士
（
税
理

士
と
な
る
資
格
を
有
す
る

者
を
含
む
）
と
外
部
監
査

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が

で
き
る
、と
さ
れ
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
会
計
監
査
業
務
を
遂
行

す
る
過
程
で
発
生
す
る
問

題
点
に
つ
い
て
は
、
会
計

監
査
業
務
従
事
者
に
は
守

秘
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る

た
め
、
業
務
過
程
で
発
生

す
る
問
題
点
等
を
日
税
連

で
は
把
握
で
き
な
い
。
外

部
監
査
人
経
験
者
に
よ
る

と
、
包
括
外
部
監
査
に
お

い
て
監
査
報
告
書
提
出

後
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
地

方
公
共
団
体
が
そ
の
後
の

行
政
に
反
映
さ
せ
て
い
る

か
と
い
う
確
認
が
な
か
な

か
で
き
な
い
。
情
報
も
少

な
く
、
後
追
い
で
調
査
し

て
い
る
機
関
（
全
国
市
民

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
連
絡
会

議
）
も
あ
る
が
、
十
分
と

は
い
え
な
い
。
ま
た
、
あ

る
程
度
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
措
置
状
況
を
報
告
し
て

い
る
地
方
公
共
団
体
も
あ

る
が
、十
分
と
は
い
え
ず
、

監
査
人
に
対
す
る
報
告
制

度
等
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で

は
な
い
か
、
と
の
意
見
が

あ
る
。

＜
補
足
情
報
＞

　
本
件
に
関
し
、
韓
国
税

務
士
会
か
ら
、
外
部
監
査

人
へ
の
税
理
士
の
登
用
数

に
つ
い
て
追
加
質
問
が
な

さ
れ
た
。
日
税
連
か
ら
は

「
正
確
な
デ
ー
タ
は
把
握

し
て
い
な
い
が
、
外
部
監

査
人
と
し
て
は
公
認
会
計

士
の
登
用
が
多
く
、
税
理

士
に
つ
い
て
は
補
助
者
と

し
て
の
登
用
が
進
ん
で
い

る
。
ま
た
、
地
方
で
は
監

査
委
員
へ
の
税
理
士
の
登

用
が
進
ん
で
い
る
」
と
回

答
し
た
。

⑷
公
認
会
計
士
へ
の
税
理

士
資
格
の
自
動
付
与
の
廃

止
に
つ
い
て

　
２
０
１
７
年
４
月
１
日

以
降
に
公
認
会
計
士
試
験

に
合
格
し
た
公
認
会
計
士

は
、
必
ず
公
認
会
計
士
法

に
定
め
る
実
務
補
習
団
体

等
が
実
施
す
る
「
税
法
」

に
関
す
る
研
修
を
修
了
し

て
か
ら
、
税
理
士
の
資
格

を
付
与
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
同
制
度
に
関
連
し

て
実
務
補
習
の
内
容
及
び

団
体
等
に
つ
い
て
具
体
化

し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
ま

た
、
同
制
度
が
業
界
に
変

化
を
も
た
ら
し
た
点
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

＜
回
答
＞

　
新
制
度
に
お
け
る
公
認

会
計
士
試
験
合
格
者
へ
の

税
法
研
修
に
つ
い
て
、
改

正
税
理
士
法
３
条
３
項
に

基
づ
く
税
理
士
資
格
を
有

す
る
公
認
会
計
士
と
な
る

た
め
に
は
、
公
認
会
計
士

法
16
条
１
項
に
規
定
す
る

実
務
補
習
団
体
等
が
実
施

す
る
研
修
の
う
ち
、
税
理

士
法
施
行
規
則
１
条
の
３

第
１
項
に
基
づ
き
国
税
審

議
会
が
指
定
す
る
税
法
に

関
す
る
研
修
を
修
了
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
研

修
（
実
務
補
習
）
の
内
容

は
、内
閣
府
が
定
め
る
「実

務
補
習
規
則
」
に
規
定
さ

れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
、

税
理
士
法
改
正
に
関
連
し

た
見
直
し
の
動
き
は
把
握

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
国
税
審
議

会
に
関
し
て
も
特
段
、
動

き
は
見
ら
れ
な
い
。

　
新
制
度
の
業
界
へ
の
影

響
に
つ
い
て
、
改
正
法
の

適
用
は
２
０
１
７
年
４
月

以
降
の
公
認
会
計
士
試
験

に
合
格
し
た
者
に
対
し
て

か
ら
で
あ
る
が
、
改
正
法

の
影
響
を
注
視
し
て
い
る

段
階
で
あ
り
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
目
立
っ
た
変
化
は

見
受
け
ら
れ
な
い
。

＜
補
足
情
報
＞

　
韓
国
で
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
公
認
会
計
士
は
、

公
認
会
計
士
法
に
よ
り
税

務
業
務
を
行
え
る
反
面
、

税
務
士
資
格
自
動
付
与
が

廃
止
さ
れ
て
お
り
、
現
時

点
に
お
い
て
、
税
務
士
と

公
認
会
計
士
間
の
資
格
付

与
問
題
は
解
決
済
み
と
い

え
る
。
他
方
、
弁
護
士
に

つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て

税
務
士
法
３
条
で
税
務
士

資
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
同
法
６
条

の
登
録
条
項
で
、
税
務
士

試
験
合
格
者
（
試
験
科
目

の
一
部
免
除
を
利
用
し
た

合
格
者
を
含
む
）
以
外
の

税
務
士
登
録
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。

　
そ
の
結
果
、
弁
護
士
法

に
よ
り
、
あ
く
ま
で
弁
護

士
と
し
て
の
法
律
事
務
の

一
つ
と
し
て
の
税
務
業
務

を
行
え
る
枠
組
み
と
な
っ

て
い
る
。
今
回
の
会
議
中

に
開
催
さ
れ
た
韓
国
の
国

会
で
弁
護
士
の
法
律
事
務

か
ら
税
務
書
類
の
作
成
業

務
の
一
つ
に
当
た
る
「
税

務
調
整
計
算
書
」
（注
１
）

の
作
成
が
除
外
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
韓
国
税
務

士
会
か
ら
説
明
が
あ
っ

た
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

日
税
連
と
し
て
、
よ
り
詳

細
な
情
報
の
入
手
が
必
要

と
考
え
る
。

２
　
日
税
連
か
ら
の
質
問

と
そ
れ
に
対
す
る
韓
国
税

務
士
会
の
回
答

　
韓
国
税
務
士
会
か
ら
の

回
答
は
、
お
互
い
の
制
度

が
異
な
る
部
分
も
あ
り
、

理
解
し
に
く
い
点
も
あ
る

と
思
料
す
る
が
、
こ
こ
で

は
可
能
な
限
り
、
韓
国
税

務
士
会
か
ら
の
回
答
の
原

文
に
近
い
も
の
で
記
述
す

る
。

⑴
韓
国
の
中
小
企
業
の
事

業
承
継
税
制
に
つ
い
て

　
韓
国
に
お
け
る
事
業
承

継
税
制
に
つ
い
て
、
①
事

業
承
継
税
制
の
概
要
②
事

業
承
継
税
制
の
要
件
③
事

業
承
継
税
制
の
手
続
―
―

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
伺
い

た
い
。

＜
回
答
＞

　
韓
国
の
中
小
企
業
に
お

け
る
事
業
承
継
税
制
は
、

１
９
９
７
年
か
ら
適
用
さ

れ
る
改
正
税
法
に
基
づ
い

て
お
り
、
相
続
税
及
び
贈

与
税
法
に
よ
る
相
続
財
産

控
除
（
基
礎
控
除
）
方
式

に
よ
る
相
続
税
負
担
の
軽

減
と
、
租
税
特
例
制
限
法

に
よ
る
贈
与
税
の
負
担
軽

減
の
二
つ
の
特
例
か
ら
な

る
。
以
下
、
相
続
税
の
特

例
と
贈
与
税
の
特
例
に
分

け
て
回
答
す
る
。

《
相
続
税
の
特
例
》

①
事
業
承
継
税
制
の
概
要

　
10
年
以
上
維
持
さ
れ
て

き
た
中
小
企
業
の
経
営
者

が
死
亡
し
た
場
合
、
財
産

相
続
に
よ
る
相
続
税
の
負

担
に
よ
り
、
継
続
し
て
企

業
と
し
て
維
持
で
き
ず
倒

産
に
至
る
場
合
を
防
止
す

る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
。

②
事
業
承
継
税
制
の
要
件

　
10
年
以
上
継
続
し
た
中

小
企
業
の
経
営
者
の
配
偶

者
や
18
歳
以
上
の
子
息

（
１
親
等
の
血
族
）
が
、

相
続
開
始
２
年
以
上
前
か

ら
家
業
に
従
事
し
、
相
続

税
申
告
後
２
年
以
内
に
代

表
取
締
役
に
就
任
し
、
10

年
間
従
業
員
数
を
削
減
せ

ず
、
承
継
企
業
の
資
産
を

処
分
せ
ず
家
業
を
続
け
て

経
営
す
る
と
い
う
要
件
で

あ
る
。

③
事
業
承
継
税
制
の
手
続

　
10
年
以
上
中
小
企
業
を

経
営
し
た
、
被
相
続
人
が

残
し
た
遺
産
に
対
す
る
相

続
税
申
告
の
場
合
、
関
連

書
類
を
添
付
し
て
申
請
、

申
請
内
容
の
事
実
如
何
の

調
査
（
家
業
承
継
の
事
前

要
件
な
ど
を
調
査
）
、
相

続
税
決
定
（
政
府
賦
課
）、

10
年
間
事
後
管
理
、
事
後

管
理
要
件
を
違
反
し
た
場

合
に
、
相
続
税
を
追
徴
課

税
す
る
と
い
う
手
続
の
流

れ
で
あ
る
。

《
贈
与
税
の
特
例
》

①
事
業
承
継
税
制
の
概
要

　
子
息
が
中
小
企
業
を
経

営
す
る
両
親
か
ら
中
小
企

業
又
は
中
小
企
業
の
株
式

を
贈
与
さ
れ
る
場
合
、
贈

与
税
特
例
を
適
用
す
る
こ

と
で
贈
与
税
負
担
を
軽
減

さ
せ
、
中
小
企
業
の
家
業

承
継
を
支
援
す
る
制
度
で

あ
る
。

②
事
業
承
継
税
制
の
要
件

　
18
歳
以
上
の
子
息
が
、

60
歳
以
上
の
両
親
か
ら
、

中
小
企
業
（
個
人
）
や
中

小
企
業
の
株
式
（
法
人
）

を
贈
与
さ
れ
る
こ
と
、
贈

与
税
申
告
期
限
ま
で
該
当

企
業
に
従
事
す
る
こ
と
、

贈
与
さ
れ
て
か
ら
５
年
以

内
に
代
表
取
締
役
に
就
任

し
、
７
年
間
従
業
員
数
を

削
減
せ
ず
、
承
継
企
業
の

資
産
を
処
分
せ
ず
継
続
し

て
経
営
す
る
と
い
う
要
件

で
あ
る
。

③
事
業
承
継
税
制
の
手
続

　
贈
与
税
申
告
の
場
合
、

租
税
特
例
制
限
法
上
に
よ

る
家
業
承
継
特
例
に
対
す

る
書
類
を
添
付
し
申
告
、

租
税
特
例
事
後
管
理
要
件

調
査
（
贈
与
税
賦
課
決
定

又
は
申
告
是
認
）
、
７
年

間
事
後
管
理
、
事
後
管
理

要
件
を
違
反
し
た
場
合
、

贈
与
税
を
追
徴
課
税
す
る

と
い
う
手
続
の
流
れ
で
あ

る
。

《
そ
の
他
の
事
項
》

①
担
保
の
提
供

　
日
本
の
事
業
承
継
税
制

に
お
け
る
納
税
猶
予
方
式

と
異
な
り
、
課
税
相
続
財

産
か
ら
の
控
除
方
式
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
国
に
対
す

る
担
保
の
提
供
は
不
要
で

あ
る
。

②
事
後
要
件
を
満
た
し
て

い
る
か
否
か
の
管
理
の
流

れ　
上
記
の
特
例
に
は
事
前

的
要
件
と
事
後
的
要
件
が

あ
る
が
、
特
に
、
役
員
就

任
、
雇
用
維
持
、
資
産
の

継
続
保
有
な
ど
の
事
後
的

要
件
の
管
理
が
重
要
で
あ

る
。
当
該
事
後
的
要
件
の

管
理
は
以
下
の
よ
う
な
流

れ
と
な
っ
て
い
る
。

イ
　
当
該
関
与
税
務
士
が

「
事
後
管
理
台
帳
」
に
従

い
、
毎
年
事
後
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
を
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
税
務
当

局
に
提
示
し
、
そ
の
決
済

を
受
け
る
。

ロ
　
イ
の
当
該
関
与
税
務

士
に
よ
る
確
認
は
財
務
諸

表
及
び
源
泉
徴
収
関
係
資

料
等
の
検
証
に
よ
り
行
わ

れ
る
。

ハ
　
税
務
当
局
は
事
後
管

理
の
結
果
や
国
税
庁
の
デ

ー
タ
分
析
の
結
果
に
基
づ

き
、
事
後
管
理
違
反
者
と

違
反
嫌
疑
者
に
対
し
、
当

該
結
果
に
関
す
る
疎
明
を

要
求
す
る
が
、
そ
れ
で
も

税　　　理　　　士　　　界（１１） 第１３３８号平成２８年（２０１６年）３月１５日（火曜日） （第三種郵便物認可）　



【図表４】事業者登録番号の構造

○　○　○
（税務署コード）

―
○　　○

（事業場コード）
―
○ ○ ○ ○
（一連番号）

―
○

（検証番号）

【図表３】日本のマイナンバー制度と韓国の住民登録制度との
　　　　　相違点

区　分 日　本 韓　国

施行 ２０１５年10月施行 １９６８年９月施行

対象 個人、法人
個人（住民）
＊住民登録法７条３項

外国人
外国人を含む
（住民票を持っている者）

外国人は含まない
＊住民登録法６条１項但書き

桁数
個人　12桁
法人　13桁

個人　13桁
＊住民登録法施行規則２条

番号付与
方式

ランダム 生年月日から番号を付与

利用範囲
税、社会保障、災害対策（将来
的に、金融取引、不動産登記へ
の利用が予定されている）

税、社会保障、金融取引、不
動産取引、通信、選挙、住民
登録、兵役、教育など

カード
の取得

任意
（通知カードは全員に交付）

強制

導入費用 約２７００億円 （情報なし）

運営費用 ２００～３００億円 （情報なし）

情報
漏えい
事例

（情報なし）

＜２００８年＞オークション（イン
ターネットショッピングモー
ル）１，０８１万人、ＧＳカルテッ
クス（精油会社）１，１００万人
＜２０１１年＞ ネクセンタイヤ
１，３２０万人、ネイト（ポータル
サイト）・サイワールド（Ｓ
ＮＳ）３，５００万人
＜２０１２年＞ＫＴ（通信事業会
社）８７０万人、セヌリ党（政党）
２００万人など多数

税務士
（税理士）
事務所

番号を取り扱う場合、管理責
任あり

管理責任あり
個人情報保護法

　
本
稿
で
は
、
日
税
連
と

韓
国
税
務
士
会
と
の
定
期

懇
談
会
に
つ
い
て
、
過
去

５
年
間
の
会
議
の
概
要
及

び
今
回
の
会
議
の
詳
細
に

つ
い
て
紹
介
し
て
き
た

が
、
日
韓
両
国
を
取
り
巻

ふ

か
ん

く
環
境
を
俯
瞰
す
る
と
、

両
会
に
よ
る
定
期
懇
談
会

開
催
の
意
義
は
、
単
に
両

国
の
税
務
専
門
家
団
体
の

友
好
関
係
を
維
持
す
る
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い

と
考
え
る
。

　
現
在
、
世
界
経
済
は
Ｔ

Ｐ
Ｐ
を
は
じ
め
と
す
る
メ

ガ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
象
徴
す
る
よ

う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
の
中
で
新
興
国
を
巻

き
込
ん
だ
地
理
的
範
囲
を

超
え
た
ブ
ロ
ッ
ク
化
が
、

加
速
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
先
進
諸
国
で
は
、
産

業
界
に
お
い
て
は
国
内
経

済
の
成
長
鈍
化
に
起
因
し

て
、
海
外
依
存
度
を
高
め

る
必
要
性
が
増
し
て
い

る
。
ま
た
、
政
府
に
お
い

て
は
企
業
所
得
や
個
人
金

融
資
産
の
国
外
シ
フ
ト
へ

の
対
応
が
迫
ら
れ
て
い

る
。
一
方
、新
興
国
で
は
、

急
激
な
人
口
膨
張
に
対
す

る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ

ャ
ー
や
社
会
制
度
の
整
備

に
不
可
欠
な
税
収
の
安
定

的
確
保
が
国
家
的
な
目
標

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
か
ら
、
税
の
領

域
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
化
の

進
展
に
伴
う
租
税
条
約
等

の
マ
ル
チ
化
の
促
進
、
多

国
籍
企
業
に
よ
る
税
源
浸

食
や
利
益
移
転
（
Ｂ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
）
へ
の
国
際
的
協
調
に

よ
る
対
応
、
新
興
国
に
お

け
る
民
主
的
な
課
税
制
度

（
申
告
納
税
制
度
）
の
確

立
が
課
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
各
国
の
税
務
専
門
家
制

度
は
、
弁
護
士
制
度
や
会

計
士
制
度
の
枠
組
み
の
中

で
運
用
す
る
国
も
あ
り
、

そ
の
状
況
は
多
様
で
あ
る

が
、
日
本
や
韓
国
の
よ
う

に
ユ
ニ
ー
ク
な
税
務
専
門

家
制
度
が
申
告
納
税
制
度

を
下
支
え
す
る
こ
と
で
、

実
際
に
先
進
的
な
国
家
の

確
立
・
発
展
を
な
し
遂
げ

た
国
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
筆
者
が

本
定
期
懇
談
会
を
通
し
て

痛
感
し
た
こ
と
は
、
多
く

の
新
興
国
を
抱
え
る
ア
ジ

ア
地
域
の
先
達
と
し
て
の

認
識
の
下
、
多
く
の
共
通

点
を
有
す
る
税
理
士
制
度

と
税
務
士
制
度
の
維
持
・

発
展
を
担
う
両
会
が
こ
れ

ま
で
以
上
に
協
調
関
係
を

深
め
る
こ
と
の
重
要
性
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
徐
々

に
で
は
あ
る
が
、
今
後
、

両
会
に
対
し
、
国
際
社
会

か
ら
前
述
の
課
題
の
解
決

に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
と

直
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
紙
面
を

拝
借
し
、
入
国
時
か
ら
国

会
、大
統
領
府
関
連
施
設
、

租
税
博
物
館
等
の
視
察
や

会
議
等
を
通
じ
て
歓
待
し

て
い
た
だ
い
た
韓
国
税
務

士
会
の
白
会
長
を
は
じ
め

と
す
る
役
職
員
の
皆
様
に

感
謝
を
申
し
上
げ
、
本
定

期
懇
談
会
の
報
告
を
結
ぶ

も
の
と
す
る
。

（
注
１
）
韓
国
に
お
け
る
、

会
計
上
の
損
益
と
税
務
上
の

取
り
扱
い
を
調
整
す
る
た
め

の
計
算
書
を
指
す
。

（
注
２
）韓
国
に
お
い
て
も
、

小
規
模
な
事
業
者
に
対
す
る

事
業
者
免
税
点
制
度
や
簡
易

課
税
制
度
が
あ
る
。

＜
参
考
文
献
＞

・
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
サ
ム
ジ
ョ
ン
会

計
法
人
「
韓
国
の
ビ
ジ
ネ
ス

実
務
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
２
０

１
６
年

・
公
益
財
団
法
人
日
本
税
務

研
究
セ
ン
タ
ー
「
詳
細
　
韓

国
税
務
士
法
」
２
０
１
５
年

・
坂
田
純
一
「
新
版
　
実
践

税
理
士
法
」
２
０
１
５
年

嫌
疑
が
解
消
で
き
な
い
場

合
は
現
地
調
査
を
行
う
。

＜
補
足
情
報
＞

　
日
税
連
で
は
、
こ
の
ほ

か
、
「
雇
用
維
持
要
件
」

の
具
体
的
運
用
や
「
贈
与

特
例
を
受
け
て
い
る
場

合
、
当
該
贈
与
者
に
相
続

が
開
始
し
た
時
の
相
続
税

特
例
の
適
否
（
い
わ
ゆ
る

「
贈
与
税
特
例
か
ら
相
続

税
特
例
へ
の
切
替
」
）
」

に
つ
い
て
も
追
加
的
質
問

を
発
し
た
が
、
現
時
点
で

は
情
報
整
理
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で

は
割
愛
す
る
。

⑵
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

つ
い
て

　
日
本
で
は
２
０
１
５
年

10
月
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
が
導
入
さ
れ
た

が
、
韓
国
で
は
既
に
50
年

近
く
前
か
ら
「
住
民
登
録

制
度
」
が
運
用
さ
れ
て
い

る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

に
お
け
る
日
本
と
の
相
違

点
の
ほ
か
、
税
務
士
事
務

所
に
お
け
る
対
応
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
を
適
法
に

収
集
し
た
と
し
て
も
安
全

に
管
理
で
き
ず
個
人
情
報

が
漏
え
い
し
た
場
合
、
税

務
士
事
務
所
は
ど
の
よ
う

な
措
置
を
と
る
の
か
。

＜
回
答
＞

　
日
本
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
と
韓
国
の
住
民
登
録

制
度
と
の
相
違
点
は
【
図

表
３
】の
と
お
り
で
あ
る
。

韓
国
で
は
、
国
防
上
の
要

請
も
当
該
制
度
導
入
の
理

由
の
一
つ
に
あ
っ
た
。

　
情
報
漏
え
い
事
故
に
対

す
る
税
務
士
事
務
所
の
対

応
に
つ
い
て
、
個
人
情
報

が
漏
え
い
し
た
場
合
、
税

務
士
事
務
所
の
個
人
情
報

取
扱
者
は
、
個
人
情
報
保

護
法
34
条
が
適
用
さ
れ
る

た
め
、
次
の
事
項
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

個
人
情
報
保
護
法

34
条
１
項
　
（
税
務
士
事

務
所
の
）
個
人
情
報
取
扱

者
は
、
個
人
情
報
が
漏
え

い
し
た
こ
と
を
知
っ
た
時

点
で
速
や
か
に
該
当
情
報

主
体
に
①
漏
え
い
し
た
個

人
情
報
の
項
目
②
漏
え
い

時
点
と
経
緯
③
漏
え
い
被

害
の
最
小
化
の
た
め
の
方

法
④
対
応
措
置
及
び
被
害

救
済
手
続
⑤
担
当
部
署
及

び
連
絡
先
を
通
知
す
る
。

34
条
２
項
　
（
税
務
士
事

務
所
の
）
個
人
情
報
取
扱

者
は
、
個
人
情
報
が
漏
え

い
し
た
場
合
、
そ
の
被
害

を
最
小
化
す
る
た
め
の
対

策
に
取
り
組
み
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
。

　
税
務
士
事
務
所
の
個
人

情
報
取
扱
者
は
、
個
人
情

報
が
漏
え
い
し
た
場
合
、

前
述
の
１
項
に
よ
る
通
知

及
び
２
項
に
よ
る
措
置
結

果
を
速
や
か
に
専
門
機
関

に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
こ
の
場
合
の
専
門
機
関

と
は
、
「
韓
国
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
振
興
院
」
（
同
法

34
条
３
項
で
規
定
す
る
機

関
）
を
指
し
、
被
害
の
拡

散
防
止
、
被
害
復
旧
に
関

す
る
技
術
的
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
。

⑶
韓
国
付
加
価
値
税
制
に

お
け
る
イ
ン
ボ
イ
ス
（
税

金
計
算
書
）
制
度
に
つ
い

て　
韓
国
の
付
加
価
値
税
に

お
け
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て
、
①
導
入
時
期

と
イ
ン
ボ
イ
ス
の
役
割
②

イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
後
の
問

題
点
③
住
民
登
録
番
号
制

度
と
の
関
連
性
―
―
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

＜
回
答
＞

①
導
入
時
期
及
び
イ
ン
ボ

イ
ス
の
役
割

　
韓
国
で
は
１
９
７
７
年

７
月
１
日
に
付
加
価
値
税

制
度
を
導
入
し
た
際
、
付

加
価
値
税
の
納
付
税
額
を

計
算
す
る
仕
組
み
と
し
て

「
イ
ン
ボ
イ
ス
（
税
金
計

算
書
）
制
度
」
を
導
入
し

た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
は
最
終

的
に
納
付
す
る
税
額
を
計

算
す
る
役
割
を
担
う
。

　
ま
ず
、
売
上
税
額
に
つ

い
て
は
、
供
給
を
受
け
た

者
（
売
上
先
）
か
ら
財
貨

や
役
務
の
売
上
高
の
10
％

を
財
貨
の
価
格
以
外
に
追

加
で
徴
収
し
、
当
該
税
額

に
つ
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を

作
成
・
発
給
す
る
。
そ
し

て
、
財
貨
や
役
務
の
供
給

を
受
け
る
場
合
、
徴
収
さ

れ
た
買
入
税
額
に
つ
い
て

の
イ
ン
ボ
イ
ス
を
受
領

し
、
当
該
税
額
を
差
し
引

き
（
控
除
）
し
て
、
納
付

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓

国
で
は
、
付
加
価
値
税
制

に
お
い
て
、
納
付
税
額
を

計
算
す
る
に
当
た
り
「
前

段
階
買
入
れ
税
額
控
除
」

構
造
を
採
用
し
て
い
る
。

＜
補
足
情
報
＞

　
韓
国
の
付
加
価
値
税
制

は
前
段
階
税
額
控
除
方
式

で
あ
り
、
課
税
制
度
の
基

本
構
造
自
体
は
日
本
の
消

費
税
制
に
類
似
し
て
い

る
。

　
原
則
と
し
て
、
税
務
申

告
は
、
毎
年
１
月
か
ら
６

月
ま
で
の
第
１
期
と
７
月

か
ら
12
月
ま
で
の
第
２
期

を
そ
れ
ぞ
れ
一
課
税
期
間

と
し
て
、
年
に
２
回
ず
つ

予
定
申
告
（
第
１
期
：
４

月
25
日
ま
で
／
第
２
期
：

10
月
25
日
ま
で
）
と
確
定

申
告
（
第
１
期
：
７
月
25

日
ま
で
／
第
２
期
：
翌
年

１
月
25
日
ま
で
）
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

年
に
４
回
税
務
署
に
申
告

す
る
こ
と
に
な
る
。
当
該

申
告
は
書
面
で
も
可
能
だ

が
、
電
子
申
告
が
主
流
で

あ
り
、
電
子
申
告
に
は
一

定
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

（
電
子
申
告
税
額
控
除
）

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
税
率
は
10
％
（
輸
出
売

上
は
０
％
、生
鮮
食
料
品
、

水
道
、
医
療
、
教
育
、
新

聞
、
金
融
、
土
地
、
切
手

等
は
免
税
《
日
本
に
お
け

る
非
課
税
の
概
念
》
）
で

あ
り
、
韓
国
の
付
加
価
値

税
は
、
国
税
収
入
の
中
で

第
１
位
を
占
め
る
主
要
税

目
で
あ
る
。

②
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
後
の

問
題
点

　
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
後
の

問
題
点
と
し
て
、
以
下
の

点
を
認
識
し
て
い
る
。
　

　
実
物
取
引
を
せ
ず
架
空

の
税
金
計
算
書
に
よ
っ
て

付
加
価
値
税
を
還
付
し
て

も
ら
う
「
資
料
商
」
（
税

務
資
料
と
な
る
イ
ン
ボ
イ

ス
を
必
要
と
す
る
人
に
手

数
料
を
も
ら
っ
て
売
る
商

売
人
）
が
登
場
し
、
売
上

付
加
価
値
税
の
納
付
は
さ

れ
な
い
状
態
で
買
入
れ
付

加
価
値
税
の
控
除
だ
け
を

受
け
る
問
題
が
発
生
し
て

い
る
。

　
売
掛
金
の
場
合
、
売
掛

金
の
代
金
が
回
収
さ
れ
て

こ
そ
付
加
価
値
税
も
回
収

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
取
引

上
の
弱
者
に
お
い
て
は
、

売
掛
金
が
回
収
さ
れ
な
い

状
態
で
付
加
価
値
税
の
申

告
納
付
時
期
が
到
来
す
る

と
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行

し
た
事
業
者
は
前
払
い
的

に
売
上
高
に
対
す
る
付
加

価
値
税
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
逆
に
、
取
引
上
の
強
者

は
、
買
入
れ
取
引
代
金
を

支
払
わ
な
く
て
も
付
加
価

値
税
を
申
告
す
る
際
に
買

入
れ
イ
ン
ボ
イ
ス
に
基
づ

き
、
買
入
税
額
控
除
が
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
付

加
価
値
税
を
既
納
付
税
額

と
し
て
控
除
し
て
も
ら
う

の
で
、
財
貨
や
役
務
の
取

引
関
係
に
お
い
て
相
対
的

に
取
引
上
の
弱
者
の
重
税

感
が
増
す
事
例
が
発
生
し

た
。

　
財
貨
の
供
給
時
点
と
イ

ン
ボ
イ
ス
の
作
成
時
点
が

一
致
し
な
い
場
合
、
買
入

れ
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

な
い
の
で
、
多
く
の
葛
藤

が
あ
る
（
現
在
は
あ
る
程

度
緩
和
さ
れ
た
）
。

③
住
民
登
録
番
号
制
度
と

の
関
連
性

　
事
業
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
事
業
者
登
録
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
事
業
者
登
録
《
一
般
課

税
事
業
者
又
は
簡
易
課
税

事
業
者
》
や
免
税
事
業
者

登
録
）
（
注
２
）
。
事
業

者
で
は
な
い
非
営
利
団
体

や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に

は
、固
有
番
号
を
指
定
し
、

財
貨
及
び
役
務
を
取
引
す

る
場
合
に
イ
ン
ボ
イ
ス
や

計
算
書
に
記
載
さ
せ
る
。

よ
っ
て
、
全
て
の
課
税
資

料
を
事
業
者
登
録
番
号
又

は
固
有
番
号
で
管
理
し
て

い
る
。
事
業
者
登
録
番
号

の
構
造
は
【
図
表
４
】
の

と
お
り
。

　
事
業
者
登
録
番
号
が
記

載
さ
れ
た
事
業
者
登
録
証

を
発
給
し
て
も
ら
う
た
め

に
は
、
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
た
め
に
住
民

登
録
謄
本
及
び
事
業
場
に

係
る
賃
借
契
約
書
な
ど
を

添
付
し
、
事
業
者
登
録
を

申
請
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
は

事
業
者
登
録
番
号
だ
け
を

記
載
す
る
。

　
例
外
的
に
イ
ン
ボ
イ
ス

を
作
成
す
る
際
、
住
民
登

録
番
号
を
記
載
す
る
場
合

が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場

合
は
、
事
業
者
登
録
を
申

請
中
又
は
事
業
者
登
録
が

さ
れ
て
い
な
い
農
民
、
漁

民
、
住
宅
を
賃
借
す
る
場

合
の
一
般
賃
借
人
な
ど
の

場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

＜
補
足
情
報
＞

　
韓
国
で
は
、
２
０
１
１

年
１
月
か
ら
、
法
人
事
業

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
売

上
先
に
対
し
、
電
子
イ
ン

ボ
イ
ス
の
発
給
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
電
子
イ

ン
ボ
イ
ス
の
発
給
は
固
定

売
上
先
の
場
合
、
財
貨
又

は
役
務
提
供
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
10
日
ま
で
行

い
、
そ
の
翌
日
ま
で
、
発

給
明
細
を
国
税
庁
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
国
税
庁
の
電
子
イ

ン
ボ
イ
ス
発
給
シ
ス
テ
ム

な
ど
を
利
用
し
て
行
わ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。
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